
第４章 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策

「循環」と「共生」を基調とした地域づくりの展開に際しては、地域づくりに関係する

各主体が、環境からみた持続可能性を共有し、地域づくりに関するそれぞれの施策を推進

することにより、地域づくりのあらゆる場面において環境配慮の織り込みを進めることが

基本である。

こうしたことから、実際の事業展開においては、各主体がそれぞれの役割を自覚し、責

任をもって行動することが期待される。

第１節 各主体の取組

１ 地方公共団体の取組

地方公共団体は、持続可能な社会構築の基礎である地域の環境保全に関する主要な推

進者としての役割を担うとともに 地域における取組の調整者としての役割を併せ持つ、 。

このため、本計画の主要な推進者としての地方公共団体は、地域の自然的社会的条件

に応じて、公害の防止はもとより、循環と共生を基調とした地域づくりに配慮し、以下

の施策を総合的計画的に推進する。

(1) 本計画に掲げられた各般の施策について 効果的かつ着実な実施を図るとともに、 、

計画の目標達成に努める。

(2) 県民、事業者などの環境に関する取組を支援・促進するため、社会的経済的しく

みづくりや社会資本の整備を行う。

(3) 周辺地方公共団体や国と連携・協力しつつ 広域的な視点からの取組を推進する、 。

(4) 地域整備や開発行為については、環境に配慮した事業の展開を行う。

(5) 住民、事業者などの環境に関する取組を支援し、必要な協力・連携を行う。

２ 事業者の取組

通常の事業活動に起因する環境への負荷が増大している状況に鑑み、経済活動の大部

分を占める事業者の取組は極めて重要である。

このため、様々な事業活動に当たって、公害防止のための取組はもとより、資源・エ

ネルギーの効率的利用や廃棄物の削減 生産工程や流通過程における環境負荷の低減等、 、

製品やサービスのライフサイクル全体にわたる取組を実施する。

(1) 事業活動に伴う公害の防止をはじめ、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量・リ

サイクル及び適正処理などに進んで取り組む。

(2) 環境への負荷の低減に資する財やサービスの利用を進める。

(3) 製品・サービスの提供に関する情報の提供などを通して行政、県民との環境コミ

ュニケーションの確立を図り、循環型社会をともに形成していくパートナーとして

協働する。



(4) 地域の構成員であるとの自覚を持ち、地域をはじめ国内外の環境の保全と創造に

向けた取組に進んで参加するとともに、支援する。

３ 住民の取組

日常生活に起因する環境への負荷が増大している状況に鑑み、生活様式を持続可能な

ものに転換していくことが必要である。特に、自動車交通公害問題、閉鎖性水域におけ

る水質汚濁問題、近隣騒音問題や廃棄物・リサイクル問題、地球温暖化問題などのよう

に個人の行動が直接環境負荷低減に結びつく分野においては、個人の行動による直接的

な効果が期待される。

このため、人間と環境の関わりについての理解を深めるとともに、自己の行動への環

境配慮の織り込みに努め、日常生活に起因する環境への負荷の低減に努めることが必要

であり、身近な環境をよりよいものにしていくための行動を自主的積極的に進める。

(1) 再生紙など環境への負荷の少ない製品やサービスを選択する。

(2) 不用不急の自家用自動車の使用を自粛する。

(3) 節電などの省エネルギーを進める。

(4) 洗剤の適性な使用等の生活排水対策を進める。

(5) ごみの減量化、リサイクルのための分別収集に協力する。

(6) 地域環境に関心を持ち、子どもたちを含めた地域の人々と連携して、その保全や

創造に関する取組に進んで参加・協力する。

４ 民間団体の取組

住民や事業者により組織され リサイクル活動 緑化活動 ナショナルトラスト運動、 、 、 、

啓発活動、調査研究その他の環境保全に関する活動を行う非営利的な民間団体は、環境

保全のための取組に関する基盤を形成するなど、あらゆる主体が環境保全に関する行動

に主体的に参加する社会を構築して行く上で、取組の結節点として重要な役割が期待さ

れる。

このため 各主体と協力・連携を図りつつ 環境保全のための多様な取組を実施する、 、 。

(1) 県民、事業者、行政の取組を効率的・効果的に進めるための連携・協力に係るコ

ーディネートを行う。

(2) 県民の環境に関する自発的・積極的な意識を、行動に繋げる。

(3) 専門的な知識や技術を活かし 県民 事業者 行政の環境に関する取組を支援し、 、 、 、

必要な協力・連携を行い 県民 事業者 行政のパートナーシップの形成に努める、 、 、 。

(4) 環境の保全と創造に関して、責任をもって発言し、社会に影響を与えていく団体

であるとの自覚をもって行動するとともに、その分野の人材を育成する。


